
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決中被告人に関する有罪部分を破棄する。

　　　　　被告人を懲役一年に処する。

　　　　　第一審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

　　　　　第一審における訴訟費用中証人Ａに支給した分はその全部を、証人Ｂに

支給した分はその三分の一を被告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人小原栄の上告趣意について

　記録を調査すると第一審判決が証拠により認定した事実は被告人は麻薬取扱者で

ないのに拘らずＣと共謀の上昭和二四年七月二六日頃群馬県高崎市ａ町所在Ｄ外科

医院において麻薬である燐酸コデイン約一瓲を所持したものであるという一個の事

実であり、原判決が審判の対象とした事実も右の一個の事実であることは極めて明

かである。ところが原審は右事実に法律を適用するにあたり論旨指摘の如く判示し

あたかも第一第二の二個の犯罪事実あるが如く錯覚して法律を適用しているのであ

る。論旨は憲法三一条違反を主張するが、その実質は右の如き擬律錯誤の主張に過

ぎないものであるから適法の上告理由にあたらない。しかし右の違法は判決に影響

を及ぼすべきものであり原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認める

から原判決は破棄を免れない。而して本件は訴訟記録並に原裁判所及び第一審裁判

所において取調べた証拠によつて直ちに判決することができるものと認めるから刑

訴四一三条但書により左のとおり判決する。

　第一審判決が確定した、原判決において是認された犯罪事実を法律に照すに右所

為は麻薬取締法三条一項五七条一項刑法六〇条に該当するから懲役刑を選択して被

告人を懲役一年に処し、第一審の未決勾留日数中三〇日については刑法二一条によ

り本刑に算入すべく（原審における未決勾留日数は刑訴四九五条一項二号により法
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定通算になるから算入の言渡をする必要はない。）訴訟費用の負担については刑訴

一八一条を適用し主文のとおり判決する。

　この判決は裁判官全員一致の意見である。
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